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Classiで配信される動画等の取り扱いについて 

 

現在、臨時休業中の課題として学校から学習用の動画等が配信されています。そ

れらを活用して学力や体力の向上に努めていただいていると思いますが、授業動画

等に含まれる音楽などに著作権や肖像権については注意が必要となりますのでお知

らせします。 

 

・動画等に利用されている音楽や著作物には、作者等が著作権を有するものが

あります。 

 

・それらは教育機関が教育活動を目的として利用する場合に限って使用が認め

られているものですので、生徒や保護者等がダウンロードしたものを別の目的

で利用したり、広く配信したりした場合には、著作権者の利益を害することにな

るため、著作権法に違反し罪に問われる可能性があります。 

 

・映っている人には肖像権がありますので、拡散することは法律違反となる可能

性があります。 

 

 

〇 ダウンロードしたデータをメールや SNS 等で転送するなどによ

り拡散することは絶対にやめてください。 

 

〇 著作権や肖像権の取り扱いについて疑問や不安がある場合に

は、学校に相談してください。 

 


